
議案第１０号

杉並区立コミュニティふらっと条例

上記の議案を提出する。

令和２年２月１２日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区立コミュニティふらっと条例

（設置）

第１条 子どもから高齢者までの全ての世代の交流及び活動の場を提供し、並びに

多世代の交流に関する事業を実施することにより、身近な地域におけるコミュニ

ティの形成に資するため、杉並区立コミュニティふらっと（以下「コミュニティ

ふらっと」という。）を別表第１のとおり設置する。

（事業）

第２条 コミュニティふらっとは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(１) コミュニティふらっとの使用に関すること。

(２) 多世代の交流に関すること。

(３) 前２号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

（休館日及び開館時間）

第３条 コミュニティふらっとの休館日及び開館時間は、規則で定める。

（使用の手続等）

第４条 コミュニティふらっとの施設及び備付器具（以下「施設等」という。）を

使用しようとする者は、規則で定めるところにより区長に申請し、その承認を受

けなければならない。

２ 区長は、前項の承認に際し、管理上必要な条件を付けることができる。

３ 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第１項の承認をしな

いことができる。

(１) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(２) 第１条の目的を達成するについて、不適当と認めたとき。

(３) 施設等を毀損するおそれがあるとき。



(４) その他管理上支障があるとき。

（使用料等）

第５条 コミュニティふらっと（別表第３に規定する施設を設置するコミュニティ

ふらっとを除く。以下この条において同じ。）の施設及びその使用料は、別表第

２のとおりとする。

２ コミュニティふらっとの備付器具及びその使用料は、規則で定める。

３ 使用料は、使用するときまでに納付しなければならない。ただし、これにより

難い場合は、規則で定めるところによる。

（使用料の減免）

第６条 区長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除す

ることができる。

（使用料の不還付）

第７条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、区長は、特別の事由がある

と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

（使用権の譲渡の禁止）

第８条 第４条第１項の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸しては

ならない。

（使用の承認の取消し等）

第９条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティふらっとの

施設等の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用条件を変更することが

できる。

(１) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(２) 使用の目的又は区長の指示に違反したとき。

(３) 災害その他の事故によりコミュニティふらっとの施設等の使用ができなく

なったとき。

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。

（特別の設備等）

第１０条 コミュニティふらっとを使用する者（以下「使用者」という。）は、特

別の設備をし、又は備付器具以外の器具等を使用しようとするときは、区長の承



認を受けなければならない。

（原状回復の義務）

第１１条 使用者は、その使用が終わったとき又は第９条の規定により使用の承認

を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用部分を原状に

復さなければならない。

２ 前項の義務を履行しない者があるときは、区長はそれに要する費用を使用者か

ら徴収することができる。

（損害賠償の義務）

第１２条 使用者は、コミュニティふらっとの施設、備付器具等に損害を与えた場

合は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がや

むを得ない事由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することがで

きる。

（指定管理者による管理）

第１３条 区長は、コミュニティふらっとの設置の目的を効果的に達成するため必

要があると認めるときは、法人その他の団体であって区長が指定するもの（以下

「指定管理者」という。）に、コミュニティふらっとの管理の業務のうち次に掲

げるもの（以下「管理の業務」という。）を行わせることができる。

(１) 第２条各号に掲げる事業に関する業務

(２) 第４条第１項の規定により、コミュニティふらっとの施設等の使用を承認

すること又は同条第３項の規定により、同項各号のいずれかに該当すると認め

たときに、使用を承認しないこと。

(３) 第９条の規定により、同条第１号若しくは第３号に該当するとき、使用者

が使用の目的若しくは指定管理者の指示に違反したとき、又は指定管理者が特

に必要と認めたときに、コミュニティふらっとの施設等の使用の承認を取り消

し、使用を停止し、又は使用条件を変更すること。

(４) コミュニティふらっとの施設、備付器具等の維持管理（大規模の修繕を除

く。）に関する業務

(５) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

（管理の業務を行うことができない法人等）



第１４条 区議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれら

に準ずべき者、支配人及び清算人（以下この条において「無限責任社員等」とい

う。）となっている法人その他の団体は、指定管理者として管理の業務を行うこ

とができない。

２ 区長又は副区長が無限責任社員等となっている法人その他の団体（区が資本金、

基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資しているものを除く。次

項において同じ。）は、指定管理者として管理の業務を行うことができない。

３ 杉並区教育委員会の教育長若しくは委員、杉並区選挙管理委員会の委員、杉並

区監査委員又は杉並区農業委員会の委員（以下この項において「委員等」とい

う。）が無限責任社員等となっている法人その他の団体は、委員等のそれぞれの

職務に関し、指定管理者として管理の業務を行うことができない。

（指定管理者の指定）

第１５条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、規則で定める方法によ

るものとする。

２ 指定管理者としての指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、

区長に申請しなければならない。

３ 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適

切な管理を行うことができると認めるものを区議会の議決を経て指定管理者に指

定するものとする。

(１) 管理の業務について相当の知識を有し、かつ、当該業務を安定して行う能

力を有すること。

(２) 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正かつ効率的な管理運営ができるこ

と。

(３) コミュニティふらっとの効用を最大限に発揮するとともに、子どもから高

齢者までの全ての世代の交流及び活動の場を提供し、並びに多世代の交流に関

する事業を実施することができること。

(４) 前３号に掲げるもののほか、区長が別に定める基準

（指定管理者の指定の取消し等）

第１６条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第３



項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一

部の停止を命ずることができる。

(１) 管理の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

(２) 前条第３項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

(３) 前２号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが

適当でないと認めるとき。

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務

の全部若しくは一部（利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止を命じた場合

等で、区長が臨時にコミュニティふらっとの管理運営を行うときに限り、新たに

指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、区長は、別表第

３及び第２０条第３項の規定により規則で定める額の範囲内において、区長が定

める使用料を徴収する。

３ 前項の場合における第５条の規定の適用については、同条第１項中「を除く」

とあるのは「に限る」と、「別表第２」とあるのは「同表」とする。

（指定管理者の告示）

第１７条 区長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期

間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその

旨を告示するものとする。

（事業報告書の作成及び提出）

第１８条 指定管理者は、毎年度終了後（年度の途中において指定を取り消された

ときは、その取り消された日以後）、規則で定めるところにより、管理の業務に

関し事業報告書を作成し、区長に提出しなければならない。

（協定の締結）

第１９条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものと

する。

(１) 管理の業務の実施及びその報告に関する事項

(２) 個人情報の取扱いその他のコミュニティふらっとの管理の基準に関する事

項

(３) 前２号に掲げるもののほか、コミュニティふらっとの管理に関し必要な事



項

（利用料金等）

第２０条 コミュニティふらっと（別表第３に規定する施設を設置するコミュニテ

ィふらっとに限る。以下この条において同じ。）の施設等に係る使用の承認を受

けた者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

２ コミュニティふらっとの施設の利用料金は、別表第３のとおりとする。

３ コミュニティふらっとの備付器具及びその利用料金は、規則で定める。

４ 利用料金は、使用するときまでに納付しなければならない。ただし、これによ

り難い場合は、規則で定めるところによる。

５ 利用料金は、指定管理者の収入とする。

６ 第６条及び第７条の規定は、指定管理者がコミュニティふらっとの施設等の使

用を承認し、利用料金を収受する場合について準用する。この場合において、第

６条及び第７条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは

「利用料金」と読み替えるものとする。

（委任）

第２１条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

１ この条例は、令和３年１月５日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。

(１) 次項、附則第３項及び第６項の規定 公布の日

(２) 第１３条から第２０条まで、附則第４項、別表第１（杉並区立コミュニテ

ィふらっと永福に係る部分に限る。）及び別表第３の規定 令和３年４月１日

２ 第４条及び第１０条の規定による承認（杉並区立コミュニティふらっと永福に

係るものを除く。）及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行

の日前においても、第４条から第１０条までの規定の例により行うことができる。

３ 第４条及び第１０条の規定による承認（杉並区立コミュニティふらっと永福に

係るものに限る。）並びに第１５条の規定による指定管理者の指定並びにこれら

に関し必要な手続その他の行為は、附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日前

においても、第４条から第１０条まで、第１５条から第１７条まで及び第１９条



の規定の例により行うことができる。

４ 附則第１項第２号に掲げる規定の施行の日前に、前項の規定により第４条の規

定の例により区長に対して行われた杉並区立コミュニティふらっと永福の使用の

申請その他の行為又は区長が行った杉並区立コミュニティふらっと永福の使用の

承認その他の行為は、それぞれ指定管理者に対して行われたもの又は指定管理者

が行ったものとみなす。

５ 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例（昭和５３年杉並区条例第４０

号）の一部を次のように改正する。

別表第１区民集会所の部杉並区立馬橋区民集会所の項及び付記５を削る。

別表第２（１）杉並区立馬橋区民集会所の部を削り、同表（１）備考を次のよ

うに改める。

備考 杉並区立西荻南区民集会所併設西荻南児童館におけるコミュニティの形成に資するため、遊戯室を使

用する場合の使用料の額は、遊戯室（集会使用）にあつては、午前３，５００円、午後２，３００円、夜

間２，３００円、延長使用料８００円とする。

６ 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立勤労福祉会館条例

の一部を改正する条例（令和元年杉並区条例第１号）の一部を次のように改正す

る。

第１条中杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例別表第２の改正規定を

次のように改める。

別表第２（１）杉並区立西荻地域区民センターの部、杉並区立西荻南区民集

会所の部、備考及び付記３を削り、同表（２）杉並区立西荻地域区民センター

の部及び備考を削り、同表（２）付記を次のように改める。

付記 １時間に満たない時間は、これを１時間として表に掲げる使用料を

徴収する。

７ 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例（昭和５７年杉並区条例

第３８号）の一部を次のように改正する。

別表第１ゆうゆう館の部杉並区立ゆうゆう阿佐谷館の項及び杉並区立ゆうゆう

馬橋館の項を削り、同表付記を次のように改める。

付記 杉並区立高齢者活動支援センターは、杉並区立高井戸地域区民センター



及び杉並区高井戸温水プールとの複合的施設として設置する。

８ 杉並区行政財産使用料条例（昭和５０年杉並区条例第４４号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第２（８）杉並区立ゆうゆう阿佐谷館の項を削る。

別表第１（第１条関係）

名称 位置

杉並区立コミュニティふらっと阿佐谷 杉並区阿佐谷北二丁目１８番１７号

杉並区立コミュニティふらっと東原 杉並区下井草一丁目２３番２３号

杉並区立コミュニティふらっと馬橋 杉並区高円寺南三丁目２９番５号

杉並区立コミュニティふらっと永福 杉並区永福三丁目５１番１７号

付記 杉並区立コミュニティふらっと永福は、杉並区立永福図書館との複合的施設として設置す

る。

別表第２（第５条関係）

名称 区分 使用料

午前 午後 夜間 延長使用料

（午前９時から （午後１時から （午後７時から

正午まで） 午後３時まで又 午後９時まで）

は午後４時から

午後６時まで）

杉並区立コミュ 第１集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ニティふらっと

阿佐谷 第２集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

第３集会室 １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

第４集会室 １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

第５集会室（キ １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

ッチンを使用す

る場合）

第５集会室（キ １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ッチンを使用し

ない場合）

和室 １，７００円 １，１００円 １，１００円 ４００円

杉並区立コミュ 第１集会室 １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

ニティふらっと

東原 第２集会室（キ １，６００円 １，０００円 １，０００円 ４００円

ッチンを使用す

る場合）



第２集会室（キ １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

ッチンを使用し

ない場合）

第３集会室 １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

第４集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

多目的室 ３，５００円 ２，３００円 ２，３００円 ８００円

杉並区立コミュ 第１集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ニティふらっと

馬橋 第２集会室 １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

第３集会室（キ １，４００円 ９００円 ９００円 ３００円

ッチンを使用す

る場合）

第３集会室（キ １，０００円 ７００円 ７００円 ２００円

ッチンを使用し

ない場合）

多目的室 ３，２００円 ２，１００円 ２，１００円 ８００円

付記 使用時間を延長して午前、午後（午後１時から午後３時まで）、午後（午後４時から午後６時まで）及び夜間の中

間時間を使用する場合は、管理上支障がない限り使用を承認し、この場合の使用料は、延長時間１時間（１時間に満た

ない時間は、これを１時間とする。）につき、表に掲げる延長使用料を徴収する。

別表第３（第５条、第１６条、第２０条関係）

(１) 集会室等

名称 区分 利用料金

午前 午後 夜間 延長利用料金

（午前９時から （午後１時から （午後７時から

正午まで） 午後３時まで又 午後９時まで）

は午後４時から

午後６時まで）

杉並区立コミ 第１集会室 ８００円 ５００円 ５００円 ２００円

ュニティふら

っと永福 第２集会室 ８００円 ５００円 ５００円 ２００円

第３集会室 ２，１００円 １，４００円 １，４００円 ５００円

第４集会室 １，２００円 ８００円 ８００円 ３００円

多目的室 ３，５００円 ２，３００円 ２，３００円 ８００円

付記 使用時間を延長して午前、午後（午後１時から午後３時まで）、午後（午後４時から午後６時まで）及び夜間の

中間時間を使用する場合は、管理上支障がない限り使用を承認し、この場合の利用料金は、延長時間１時間（１時間

に満たない時間は、これを１時間とする。）につき、表に掲げる延長利用料金を徴収する。

(２) 楽器練習室



名称 区分 利用料金（１時間当たり）

午前９時から午後９時まで

杉並区立コミュニティふら 楽器練習室 ３００円

っと永福

付記 １時間に満たない時間は、これを１時間として表に掲げる利用料金を徴収する。

（提案理由）

コミュニティふらっと阿佐谷等の設置に伴い、それらの名称及び位置等を定める

等の必要がある。



杉並区立コミュニティふらっと条例新旧対照表（抄）

附則第６項による改正（杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区

立勤労福祉会館条例の一部を改正する条例の一部改正）

新 条 例 旧 条 例

第１条 杉並区立地域区民センター及び 第１条 杉並区立地域区民センター及び

区民集会所条例（昭和５３年杉並区条 区民集会所条例（昭和５３年杉並区条

例第４０号）の一部を次のように改正 例第４０号）の一部を次のように改正

する。 する。

別表第２（１）杉並区立西荻地域区 別表第２（１）杉並区立西荻地域区

民センターの部、杉並区立西荻南区民 民センターの部及び杉並区立西荻南区

集会所の部、備考及び付記３を削り、 民集会所の部を削り、同表（１）備考

同表（２）杉並区立西荻地域区民セン を次のように改める。

ターの部及び備考を削り、同表（２） 別表第２（１）付記３を削り、同表

付記を次のように改める。 （２）杉並区立西荻地域区民センター

の部及び備考を削り、同表（２）付記

を次のように改める。

略 略

資 料 １


